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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第15期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第16期
第１四半期
累計(会計)期間

第15期
連結会計年度

会計期間

自　平成20年
　　６月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成21年
　　６月１日
至　平成21年
　　８月31日

自　平成20年
　　６月１日
至　平成21年
　　５月31日

売上高 (千円) 756,268 588,6043,377,719

経常利益又は経常損失(△) (千円) 100,707△73,272 535,982

四半期(当期)純利益又は四半
期純損失(△)

(千円) 53,565 △52,934 322,732

持分法を適用した場合の投資
利益

(千円) ─ 3,050 ─

資本金 (千円) ─ 785,527 ─

発行済株式総数 (株) ─ 21,027 ─

純資産額 (千円) 1,596,2951,699,6451,820,535

総資産額 (千円) 2,643,3662,634,2232,497,242

１株当たり純資産額 (円) 75,916.4682,426.4588,337.43

１株当たり四半期(当期)純利
益又は四半期純損失(△)

(円) 2,547.44△2,574.9915,464.70

潜在株式調整後１株当たり四
半期(当期)純利益

(円) 2,523.91 ─ 15,380.68

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 60.3 64.3 72.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 71,270 96,598 310,479

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △58,352△112,021△421,356

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △139,197 330,772△652,276

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,166,066844,543 529,194

従業員数 (名) 166 168 166

(注)１．　当社は、連結子会社でありましたビーズマニア株式会社については、平成20年９月30日付で清算結了し、連結

子会社がなくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。従って、第16期第１四半期累

計(会計)期間については、個別数値を記載しております。

　なお、第15期連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、第15期第１四半期累計(会計)期間及び前

事業年度については、これに代えて、第15期第１四半期連結累計(会計)期間及び第15期連結会計年度につい

て記載しております。

２．　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．　第16期第１四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在し

ますが１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．　持分法を適用した場合の投資利益については、第15期第１四半期累計(会計)期間及び第15期連結会計年度は

連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

　提出会社の状況

平成21年８月31日現在

従業員数(名) 168（33）

(注)１．　従業員数は就業人員であり、欄の（　）書きは外数で、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均人員であり

ます。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門 金額(千円) 前年同四半期比(％)

オンライン事業 227,635 ─

インフォメーションプロバイダー事業 132,895 ─

ゲーム開発事業 84,655 ─

合計 445,185 ─

(注) １　金額は、当期製造費用によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　当第１四半期会計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前第１四半期会計期間との比較は行っており
ません。

　

(2) 商品仕入実績

当第１四半期会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門 金額(千円) 前年同四半期比(％)

インフォメーションプロバイダー事業 1,211 ─

ゲーム開発事業 18,080 ─

コマース事業 12,066 ─

合計 31,358 ─

(注) １　金額は、当期商品仕入高によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期会計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前第１四半期会計期間との比較は行っており
ません。

　

(3) 受注状況

当社は、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門 金額(千円) 前年同四半期比(％)

オンライン事業 265,638 ─

インフォメーションプロバイダー事業 198,946 ─

ゲーム開発事業 74,175 ─

コマース事業 49,843 ─

合計 588,604 ─

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当第１四半期会計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前第１四半期会計期間との比較は行っており
ません。

３　当社グループの主たる事業でありますインフォメーションプロバイダー事業は、各移動体通信事業者を介し一

般ユーザーに対して有料情報サービスを提供するものであり、各移動体通信事業者が当該情報料の回収代行

を行っており、主な各移動体通信事業者別の情報料の総額は次のとおりであります。

　

相手先

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ─ ─ 131,867 66.3

ＫＤＤＩ株式会社 ─ ─ 39,823 20.0

ソフトバンクモバイル株式会社 ─ ─ 26,917 13.5

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は、当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前第１四半期会計期間との比較

は行っておりません。

(１) 経営成績の分析

当第１四半期会計期間（平成21年6月1日から平成21年8月31日まで）におけるわが国経済は、世界的な

景気後退の影響等により、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷が続いており、依然として景気は

厳しい状況となっております。 

　このような経済状況の下、当社は、オンライン事業を中核事業として位置付け、重点的に経営資源を投入

するとともに、各事業の効率的な運営を推進することで収益性の向上に努めてまいりました。当第１四半

期会計期間につきましては、オンライン事業においては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の

運営及び２作目となる「ミニ四駆ワールド」の開発を進めてまいりました。インフォメーションプロバ

イダー事業においては、多様化するユーザーニーズや競合の激化など市場環境は厳しさを増す中、音楽・

占い・ゲーム・情報の各ジャンルに対して高付加価値コンテンツを提供してまいりました。ゲーム開発

事業においては、アーケードゲーム機の販売等及びイベント開催による物販を行ってまいりました。コ

マース事業においては、ビーズアクセサリーやその関連商品を携帯電話公式サイト、PCサイト及び店舗に

て企画販売を行ってまいりました。以上の結果、売上高は588百万円となりました。一方、利益面につきま

しては、ゲーム開発事業の収益の悪化及び収益性の高いオンライン事業、インフォメーションプロバイ

ダー事業の減収の影響等により、利益確保には至らず、営業損失73百万円、経常損失73百万円、四半期純損

失は52百万円となりました。

　

(２) 財政状態の分析

①総資産

当第１四半期会計期間末の総資産は、2,634百万円となりました。これの主な内訳は、流動資産におい

て、現金及び預金が844百万円、受取手形及び売掛金が575百万円、たな卸資産が218百万円、未収入金が128

百万円、また固定資産において、有形固定資産が144百万円、無形固定資産が443百万円、投資その他の資産

が215百万円であります。

②負債

当第１四半期会計期間末の負債は、934百万円となりました。これの主な内訳は、流動負債において、１

年内返済長期借入金が367百万円、未払金が81百万円、未払費用が131百万円、また固定負債において、長期

借入金が250百万円であります。

③純資産

当第１四半期会計期間末の純資産は、1,699百万円となりました。これの主な内訳は、資本金が785百万

円、資本剰余金が729百万円、利益剰余金が226百万円、自己株式が46百万円であります。
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(３) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間より四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前第１四半期会計

期間との比較は行っておりません。

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、844百万円となり

ました。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は、96百万円となりました。これは主に、

税引前四半期純損失73百万円、未払金の減少額63百万円、未払費用の減少額60百万円及び法人税等の支払

額24百万円があった一方で、減価償却費75百万円及び売掛債権の減少額187百万円があったことによりま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は、112百万円となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出9百万円、無形固定資産の取得による支出102百万円があったことにより

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における財務活動の結果得られた資金は、330百万円となりました。これは主に、

長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出113百万円、配当金の支払額55百万円が

あったことによります。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(５) 研究開発活動

当第１四半期会計期間の研究開発費の総額は16百万円であります。

　なお、当第１四半期会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000

計 60,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年10月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,027 21,027
　大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー・マー
ケット－ヘラクレス）

単元株制度は採用してお
りません。

計 21,027 21,027 ― ―

(注) １　発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であ
ります。

　　 ２　提出日現在の発行数には、平成21年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項は次のとお

りであります。

①　平成15年５月28日開催臨時株主総会決議(平成15年５月28日取締役会決議)

　

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権の数(個) 2

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成15年７月１日
 至　平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

  発行価格　　 　 50,500
 資本組入額　　 　25,250

新株予約権の行使の条件 無

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は15株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され

ます。調整により生じる１株未満の端株は切り捨てます。

　
調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

　
３　当社が株式の分割又は併合を行う場合、払込金額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

　
　　また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行する場合、払込価額は次の算式により調整されます。

　　調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

　

調整後払込価額＝
調整前払込価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新株式株式数

既発行株式数＋新発行株式数

４　新株予約権の行使時の払込金額は１株当たりの金額を記載しております。

５　平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年９月３日付をもって１株を３株に分割しております。

これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。

①　平成18年８月25日開催定時株主総会決議(平成18年９月27日取締役会決議)

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 155

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 155

新株予約権の行使時の払込金額(円) 282,293

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月１日
至　平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         282,293
資本組入額       141,147

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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②　平成18年９月27日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 106

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 106

新株予約権の行使時の払込金額(円) 282,293

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月１日
至　平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         282,293
資本組入額       141,147

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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③　平成19年10月17日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 140

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140

新株予約権の行使時の払込金額(円) 82,248

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日
至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         82,248
資本組入額       41,124

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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④　平成19年10月17日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 140

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140

新株予約権の行使時の払込金額(円) 82,248

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月１日
至　平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         82,248
資本組入額       41,124

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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⑤　平成20年９月10日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 270

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 270

新株予約権の行使時の払込金額(円) 127,055

新株予約権の行使期間
自　平成23年10月１日
至　平成27年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        127,055　　　　　　　　　　　　　　　　資本組入額
      63,528

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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⑥　平成20年９月10日取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 30

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30

新株予約権の行使時の払込金額(円) 127,055

新株予約権の行使期間
自　平成23年10月１日
至　平成27年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        127,055　　　　　　　　　　　　　　　　　資本組入額
      63,528

新株予約権の行使の条件 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

無

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２　当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（又は株式併合）の比率

　　また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の

交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要しま

す。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合

は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成21年８月31日 ― 21,027― 785,527― 729,167

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成21年５月31日現在で記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成21年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ―  ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

470 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,557 20,557
完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 21,027 ― ―

総株主の議決権 ― 20,557 ―

　
(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、１株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ケイブ

東京都新宿区内藤町87番地 470 ― 470 2.23

計 ― 470 ― 470 2.23

　
(注)　当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含めております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
６月 ７月 ８月

最高(円) 216,000234,700188,300

最低(円) 175,100150,300157,100

(注)　株価は、大阪証券取引所市場（ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）は、四半期財務諸表を作成

していないため、前第１四半期累計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）に係る四半期損

益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日

から平成20年８月31日まで）に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記

載しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月

１日から平成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期会計期間(平成21年６月

１日から平成21年８月31日まで)及び当第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日ま

で）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、連結子会社であったビーズマニア株式会社を平成20年９月30日付で清算結了し、連結子会社がな

くなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表等】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 844,543

受取手形及び売掛金 575,368

商品及び製品 131,461

仕掛品 39,844

原材料及び貯蔵品 47,130

前渡金 2,277

前払費用 40,862

繰延税金資産 40,463

未収入金 128,881

その他 3,272

貸倒引当金 △23,683

流動資産合計 1,830,422

固定資産

有形固定資産

建物 63,656

減価償却累計額 △25,373

建物（純額） 38,283

工具、器具及び備品 293,559

減価償却累計額 △187,818

工具、器具及び備品（純額） 105,741

有形固定資産合計 144,024

無形固定資産

商標権 6,643

ソフトウエア 183,641

ソフトウエア仮勘定 252,968

その他 630

無形固定資産合計 443,884

投資その他の資産

投資有価証券 516

関係会社株式 30,000

出資金 826

繰延税金資産 96,595

敷金 87,834

差入保証金 120

投資その他の資産合計 215,891

固定資産合計 803,800

資産合計 2,634,223
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 15,797

1年内返済予定の長期借入金 367,600

未払金 81,431

未払費用 131,472

未払法人税等 2,127

未払消費税等 7,275

前受金 32,359

預り金 16,369

未払配当金 27,918

ポイント引当金 2,228

流動負債合計 684,578

固定負債

長期借入金 250,000

固定負債合計 250,000

負債合計 934,578

純資産の部

株主資本

資本金 785,527

資本剰余金 729,167

利益剰余金 226,608

自己株式 △46,876

株主資本合計 1,694,425

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15

評価・換算差額等合計 15

新株予約権 5,204

純資産合計 1,699,645

負債純資産合計 2,634,223
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　【前連結会計年度末の連結貸借対照表】
(単位：千円)

連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 529,194

受取手形及び売掛金 763,136

商品及び製品 116,925

仕掛品 15,435

原材料及び貯蔵品 46,797

繰延税金資産 18,555

未収入金 196,668

その他 46,418

貸倒引当金 △11,750

流動資産合計 1,721,381

固定資産

有形固定資産

建物 63,656

減価償却累計額 △23,835

建物（純額） 39,821

工具、器具及び備品 315,039

減価償却累計額 △169,299

工具、器具及び備品（純額） 145,739

有形固定資産合計 185,561

無形固定資産

ソフトウエア 197,631

ソフトウエア仮勘定 183,994

その他 7,333

無形固定資産合計 388,958

投資その他の資産

投資有価証券 16,841

繰延税金資産 95,738

敷金 87,834

その他 926

投資その他の資産合計 201,340

固定資産合計 775,861

資産合計 2,497,242
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(単位：千円)

連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,418

1年内返済予定の長期借入金 231,150

未払金 161,704

未払費用 191,739

未払法人税等 30,551

ポイント引当金 1,890

その他 52,252

流動負債合計 676,706

負債合計 676,706

純資産の部

株主資本

資本金 785,527

資本剰余金 729,167

利益剰余金 348,155

自己株式 △46,876

株主資本合計 1,815,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △20

評価・換算差額等合計 △20

新株予約権 4,582

純資産合計 1,820,535

負債純資産合計 2,497,242

EDINET提出書類

株式会社ケイブ(E05449)

四半期報告書

23/37



(2)【四半期連結損益計算書】
【前四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成20年８月31日)

売上高 756,268

売上原価 379,645

売上総利益 376,622

販売費及び一般管理費 ※１
 282,154

営業利益 94,467

営業外収益

受取利息 451

出資金運用益 3,777

持分法による投資利益 5,197

その他 328

営業外収益合計 9,754

営業外費用

支払利息 3,156

その他 358

営業外費用合計 3,514

経常利益 100,707

特別利益

新株予約権戻入益 76

特別利益合計 76

特別損失

固定資産除却損 ※２
 570

事務所移転費用 3,999

特別損失合計 4,569

税金等調整前四半期純利益 96,213

法人税、住民税及び事業税 27,620

法人税等調整額 15,027

法人税等合計 42,648

四半期純利益 53,565
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【当第１四半期累計期間】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年８月31日)

売上高 588,604

売上原価 371,590

売上総利益 217,014

販売費及び一般管理費

回収費 41,650

貸倒引当金繰入額 13,909

広告宣伝費及び販売促進費 32,222

役員報酬 25,500

給料及び手当 42,764

研究開発費 16,007

地代家賃 7,544

運賃 7,637

支払手数料 10,976

その他 92,730

販売費及び一般管理費合計 290,944

営業損失（△） △73,930

営業外収益

受取利息 40

法人税等還付加算金 136

業務受託手数料 180

出資金運用益 1,022

その他 72

営業外収益合計 1,451

営業外費用

支払利息 559

為替差損 233

営業外費用合計 793

経常損失（△） △73,272

税引前四半期純損失（△） △73,272

法人税、住民税及び事業税 2,450

法人税等調整額 △22,788

法人税等合計 △20,338

四半期純損失（△） △52,934
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【前四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成20年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 96,213

減価償却費 54,320

株式報酬費用 457

ポイント引当金の増減額（△は減少） 561

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,849

受取利息及び受取配当金 △451

支払利息 3,156

持分法による投資損益（△は益） △5,197

事務所移転費用 2,961

固定資産除却損 570

売上債権の増減額（△は増加） 133,820

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,108

仕入債務の増減額（△は減少） 6,185

未払金の増減額（△は減少） △46,666

未払費用の増減額（△は減少） △29,918

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,364

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△3,533

その他の資産の増減額（△は増加） 31,039

その他の負債の増減額（△は減少） △10,283

小計 188,610

利息及び配当金の受取額 451

利息の支払額 △2,997

法人税等の支払額 △114,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △22,416

無形固定資産の取得による支出 △19,339

敷金の差入による支出 △16,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △113,550

配当金の支払額 △25,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,280

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,166,066
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【当第１四半期累計期間】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △73,272

減価償却費 75,439

株式報酬費用 621

ポイント引当金の増減額（△は減少） 338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,932

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 559

売上債権の増減額（△は増加） 187,768

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,194

仕入債務の増減額（△は減少） 8,378

未払金の増減額（△は減少） △63,090

未払費用の増減額（△は減少） △60,266

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,275

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△6,018

その他の資産の増減額（△は増加） 51,403

その他の負債の増減額（△は減少） 1,646

小計 124,479

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △3,064

法人税等の支払額 △24,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,725

無形固定資産の取得による支出 △102,276

敷金の差入による支出 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △113,550

配当金の支払額 △55,677

財務活動によるキャッシュ・フロー 330,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 315,348

現金及び現金同等物の期首残高 529,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 844,543
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

　該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。
 

２．棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末を基礎として合理的

な方法により算定する方法によっております。
 

３．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。
 

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

　

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計期間に

ついては記載しておりません。

なお、前第１四半期連結累計期間における(四半期連結損益計算書関係)注記は次のとおりです。

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日)

　
　
　

※１　販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。
 

役員報酬 16,110千円

給料 49,002千円

広告宣伝費 37,780千円

貸倒引当金繰入額 4,351千円

研究開発費 15,832千円

回収費 51,197千円

ポイント引当金繰入額 676千円
 
※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物 469千円

工具、器具及び備品 100千円

計 570千円
 

　
　
　
　
　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計期間に

ついては記載しておりません。

なお、前第１四半期連結累計期間における(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)注記は次のと

おりです。
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　（平成20年８月31日現在）

現金及び預金 1,166,066千円

現金及び現金同等物 1,166,066千円
 

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日 
　至　平成21年８月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

　  （平成21年８月31日現在）

現金及び預金 844,543千円

現金及び現金同等物 844,543千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年８月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年６月１日　至　平

成21年８月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
会計期間末

普通株式(株) 21,027

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
会計期間末

普通株式(株) 470

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期
会計期間末残高
(千円)

提出会社 第２回新株予約権 普通株式 30 15

提出会社
第４回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 1,750

提出会社
第５回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 1,190

提出会社
第６回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 902

提出会社
第７回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 885

提出会社
第８回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 418

提出会社
第９回ストックオプ
ションとしての新株
予約権

― ― 44

合計 30 5,204

(注)１．　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２．　第４回、第５回、第６回、第７回、第８回、第９回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年８月27日
定時株主総会

普通株式 82,228 4,000平成21年５月31日 平成21年８月28日 利益剰余金

　　　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末(平成21年８月31日)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末に比べて著しい変動が認められ

ないため、記載しておりません。

　　　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期会計期間末(平成21年８月31日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　　　

(持分法損益等)

　
当第１四半期会計期間
（平成21年６月１日から
平成21年８月３１日）

　

関係会社に対する投資の金額（千円） 30,000　

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 19,436　

持分法を適用した場合の投資利益（千円） 3,050　

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日)

四半期財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

　　　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

前事業年度末については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末については記載してお

りません。

なお、前連結会計年度末における１株当たり純資産額は次のとおりです。
当第１四半期会計期間末
(平成21年８月31日)

82,426円45銭

　
　
　

前連結会計年度末
(平成21年５月31日)

88,337円43銭

　

　

２　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計期間につ

いては記載しておりません。

なお、前第１四半期連結累計期間における１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益は次のとおりです。
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

１株当たり四半期純利益 2,547円44銭

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益

2,523円91銭
　

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年６月１日 
  至　平成21年８月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △2,574円99銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期純損失であ
るため記載しておりません。
　

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
  至 平成20年８月31日)

四半期(連結)損益計算書上の四半期純利益(千円) 53,565

普通株式に係る四半期純利益(千円) 53,565

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 21,027

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数(株)

196

普通株式増加数(株) 196

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合
の概要

―
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(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成21年６月１日 
  至　平成21年８月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △52,934

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △52,934

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 20,557

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年10月15日

株式会社　ケイブ

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　東　　田　　夏　　記　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　唯　　根　　欣　　三　　印　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ケイブの平成21年６月１日から平成22年５月31日までの第16事業年度の第１四半期会計期間(平成21年

６月１日から平成21年８月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年６月１日から平成21年８月31日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブの平成21年８月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年10月10日

株式会社　ケイブ

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　東　　田　　夏　　記　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　新　　　田　　　誠　　　印　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　千　　足　　幸　　男　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ケイブの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

20年６月１日から平成20年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブ及び連結子会社の平成20年８

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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